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d 色彩基準

全地域共通の色彩基準です。（景観地区内の建築物については別途規定となります）

下表のマンセル表色系彩度を超えるけばけばしい色の使用はアクセント（見付け面積の

1/5程度）に留めてください。

■けばけばしい色の設定 ※以下の数値以内ならば、基調となる部分に使用できる

【マンセル表色系】

  本計画では、「マンセル表色系」を用いて色彩の基準を表し、ひとつの色を「色相」・「彩

度」・「明度」の組み合わせで表現します。

▶色相

  色合いを、基本色の頭文字をとったアルファベットとその度合いを示す数字の組み合わせ

で表します。

▶彩度

  鮮やかさの度合いを表した数値。

  無彩色は0。鮮やかな色ほど数値が大きい。

▶明度

  明るさの度合いを表した数値。

  明るい色ほど数値が大きい。

色相 ▶ R YR Y GY G BG B PB P RP

彩度 ▶
屋根 8 8 6 4 6 4 6 4 4 4

外壁 8 8 6 4 4 4 4 4 4 4

凡例

屋根の基準 外壁の基準

※線の内側が、基調となる部分に使用できる色です。
※この表色系は印刷物のため、正確な色彩とは異なりま
す。実際の色彩は「色票」によりご確認ください。


